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（注）人口：住民基本台帳(令和４年１月１日現在)による。

　　　面積：令和４年全国都道府県市区町村別面積調(令和４年10月１日現在)による。

（注）「令和３年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告」による。

　　 0 　　159 0.0％

検 察 官 　 146 　2,748 5.3％

給与法適用職員 15,545 274,954 5.7％

任 期 付 職 員 　　15 　1,935 0.8％

任 期 付 研 究 員

一般職国家公務員
（人）　 （人）　

15,706 279,796 5.6％

　　管内の一般職国家公務員（行政執行法人を除く。）の在職者は、15,706人です。

管　　内 全　　国 比　　率

【管内の一般職の国家公務員数】（令和４年１月15日現在）

管　　内 全　　国 比　　率

人　口 （千人）  7,227 125,928 5.7％

中国管内の概況

【管内指標】

　　中国事務局は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の５県を管轄しており、この

　区域の面積は約3.2万ｋ㎡（全国の8.4％）、人口は約723万人（全国の5.7％）となっていま

　す。

面　積 （ｋ㎡） 31,921 377,973 8.4％
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※「令和３年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告」による。

※「令和３年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告」による。

合　計 15,545

財  務　省 688 4.4%

そ　の　他 1,524 9.8%

海上保安庁 1,404 9.0%

農林水産省 924 5.9%

国土交通省 2,314 14.9%

厚生労働省 2,281 14.7%

法　務　省 3,503 22.5%

国　税　庁 2,907 18.7%

【管内の給与法適用職員の省庁別人員構成】（令和４年１月15日現在）

省 庁 名 人数 比率

指　定　職 19 0.1%

合　計 15,545

福　祉　職 10 0.1%

専門スタッフ職 1 0.0%

教　育　職 92 0.6%

医　療　職 332 2.1%

公　安　職 3,823 24.6%

海　事　職 45 0.3%

専門行政職 173 1.1%

税　務　職 2,865 18.4%

【管内の給与法適用職員の職種別人員構成】（令和４年１月15日現在）

職   種 人数 比率

行　政　職 8,185 52.7%

行政職
8,185
（52.7％)

専門行政職
173

(1.1%)

税務職
2,865

(18.4％）

公安職

3,823
(24.6%)

医療職

332
(2.1%)

その他
167

(0.2%)

全職員

(中国管内）
15,545

単位：人

単位：人

法務省
3,503
（22.5％)

国税庁

2,907
(18.7%)

国土交通省

2,314
(14.9%)

厚生労働省
2,281

(14.7%)

海上保安庁
1,404
(9.0%)

農林水産省
924

(5.9%)

財務省
688

(4.4%)

その他
1,524
(9.8%)

全職員

(中国管内）
15,545

単位：人
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中国事務局の業務概況（令和４年度） 
  

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各業務におい

て、実施時期の変更や開催方法の見直しなどを含め、様々な感染防止対策を講じな

がら、業務を実施することとなりました。 

 なお、令和４年度の業務概況については、以下のとおりです。 

 

採用試験等 

○ 当事務局においては、総合職試験（院卒者試験（法務区分を除く。）、大卒程

度試験（教養区分を除く。））、一般職試験（大卒程度試験、高卒者試験、社会

人試験（係員級））の第１次試験及び第２次試験（総合職試験（院卒者試験）の

政策課題討議試験、人物試験は除く。）、税務職員試験の第１次試験を実施しま

した。 

  また、政府からの要請を受けて、就職氷河期世代を支援するために、中途採用

者選考試験（就職氷河期世代）の第１次選考を実施しました。 

 

○ 令和４年度の採用候補者名簿（中国地域）からの採用者数（内定者数を含む。）

（令和５年３月 31 日現在）は、一般職試験（大卒程度試験）（行政中国）が 181

人、一般職試験（高卒者試験）（事務中国、技術中国）が 46 人、一般職試験（社

会人試験（係員級））（技術社会人中国）が１人、税務職員が 68 人、刑務官が

54 人となっています。 

 

募集活動 

○ 公務に優秀な人材を継続的に確保することを目的として、国家公務員を目指す

学生等を対象に、「国家公務員ガイダンス」や「国家公務員ＯＰＥＮゼミ『官庁

Ｗａｔｃｈｉｎｇ』」等の募集活動を行いました。 

 

研  修 

○ 係長、課長等を対象とした役職段階別研修を６コース、メンター養成、マネジ

メント等のテーマ別研修等を８コース、指導者養成研修（ハラスメント防止研修

指導者養成コース）を１コース、合計 15 コースの研修を実施しました。 

  受講者数は延べ 539 人でした。 
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民間企業の調査 

○ 民間企業を対象に、給与勧告の基礎資料を得るための「職種別民間給与実態 

査」及び国家公務員の勤務条件等検討の基礎資料を得るための「民間企業の勤務

条件制度等調査」を実施しました。 

 

心の健康づくり 

○ ストレスを抱えた職員の悩みを聴きメンタルケアを行うこと、心の健康の問題

による長期病休者の職場復帰や再発予防について専門的立場から助言・指導を得

ること等を目的として、「こころの健康相談室」及び「こころの健康にかかる職

場復帰相談室」を開設しました。なお、「こころの健康相談室」については、令

和４年度よりオンラインによる相談も開始しました。 

 

生涯設計 

○ 50 歳台及び 40 歳台の職員を対象に、自らの将来の目標や定年後の生活設計等

を考える機会を提供することにより、今後の職業生活への疑問や将来への不安の

解消を図り、安心して職務に専念してもらうことを目的として、「生涯設計セミ

ナー５０」及び「生涯設計セミナー４０」を開催しました。 

 

説明会・研修会 

○ 各機関の実務担当者を対象に、給与、勤務時間を始めとした各種制度の理解を

深め、適正な運用を図ってもらうことを目的として、各種業務の制度説明会及び

担当者研修会を計 19 回開催（紙面開催を含む。）しました。 

 

監査・調査 

○ 給与制度、健康安全管理制度及び災害補償制度の適正な運用を図るため、54

機関に対して監査を実施しました。 

○ 任用制度、勤務時間・休暇制度及び育児休業制度等の適正な運用を図るため、

９機関に対して調査を実施しました。 

 

苦情相談 

○ 当事務局に寄せられた各機関の職員等からの勤務条件等に関する苦情相談の

件数は 37 件でした。 
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職員団体 

○ 中国管内の登録数は 99 団体であり、役員の変更等、102 件の登録事務を行いま

した。 

○ 職員団体との会見を 14 件行い、勤務条件に関する要求を聴取しました。 

 

各方面との意見交換等 

○ 当事務局業務の円滑な実施及び国の各機関との有機的な連携の確保を目的と

して、各種業務に関する会議を計７回開催しました。 

○ ６都市において、企業経営者又は報道機関関係者を訪問して、公務員制度の在

り方等について意見聴取を行いました。 
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１ 職員の任免 

職員の任用は、成績主義に基づき、受験成績、人事評価又はその他の能力の実証

により行うものとされています。 

一方、公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保の観点から、職員が一定の事

由に該当する場合には、その意に反して免職、降任、休職等の処分を行うことがで

きることとされています。 

  当事務局では、人材確保のための広報活動、国家公務員採用試験等の実施、採用

候補者名簿の作成及び管理を行うほか、各種会議及び実務研修会の開催並びに日常

の業務を通じて、各機関における任用関係業務等についての支援・助言を行ってい

ます。 

 

(1) 採用試験等 

  人事院が試験機関として実施した令和４年度の採用試験は、総合職試験（院卒者試

験及び大卒程度試験の２種類）、一般職試験（大卒程度試験、高卒者試験及び社会人

試験（係員級）の３種類）、専門職試験（大卒程度試験８種類及び高卒程度試験９種

類）及び経験者採用試験（８種類）です。このうち、総合職試験及び一般職試験は、

主として各府省に共通する官職を対象とするもので、国税専門官採用試験等の 17 種類

の専門職試験は、それぞれ特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をそ

の職務とする係員を採用するものです。 

   また、令和２年度及び令和３年度に引き続き中途採用者選考試験（就職氷河期世代）

を実施しました。 

  （試験の実施状況については、資料「2022 年度国家公務員採用試験等実施状況」（45 頁）、「中国

管内の第１次試験地における各採用試験の実施状況」（46 頁）、「中国管内における試験区分別実

施状況」（47 頁）参照） 

 

(2) 募集活動 

 ① 募集対策連絡会議 

 中国管内の主な採用機関の担当者と人材確保施策についての意見交換等を行い、

効果的な募集活動を実施し、公務に優秀な人材を継続的に確保することを目的とし

て、「募集対策連絡会議」を開催しています。 

   令和４年度については、５月の会議において今年度の募集活動実施計画の説明や

官庁合同業務説明会の事前打合せ等を、11 月の会議において次年度以降の募集活動

の実施方法等についての意見交換を行いました。 
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開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4. 5.19 広島市 31 33 

R4.11.22 広島市 31 32 

 

 ② 官庁ガイドの作成                                

   公務とその魅力を受験対象者に分かりやすく伝えるため、 

中国管内に所在する各府省の業務内容、採用試験等を紹介 

したパンフレット「官庁ガイド」を各府省と共同で作成し、 

学生説明会等において配布しています。 

 

                                          

                                  令和５年度版 

 ③ 啓発活動 

啓発活動とは、公務（各府省）の業務概要や直面する政策課題など公務の魅力を

伝えることや理解を広げることにより、学生の職業観の育成を図り、公務に関心を

持ってもらうことを目的としたもので採用選考活動とは一切関係のない活動です。 

 

  ア 国家公務員講座 

    国家公務員を目指す学生等を対象に、国家公務員が働く組織、魅力、働き方及

び勤務条件の概要等を紹介し、併せて試験制度について説明する講座を新たに開

催しました。 

    この講座は、オンライン形式で実施しました。 

 

開催日 参加者数 

R4.5.14 85 

 

  

         配信の様子                  配信画面の一例 
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  イ 官署紹介リレー講演 

    国家公務員を目指す学生等を対象に、中国管内に所在する各機関の業務内容等

を幅広く知ってもらうため、行政、技術系及び専門職試験ごとにグループを分け、

１機関 15 分程度の説明をリレー形式で繋いでいくイベントを開催しました。 

    このイベントは、オンライン形式で実施し、延べ 271 人の視聴がありました。 

開催日 グループ 参加機関 

R4. 9.28 行政 21 

R4. 9.29 技術系 15 

R4. 9.29 専門職試験 ６ 

    
                配信の様子                    配信画面の一例 

    ウ ＷＥＢ国家公務員ガイダンス 

        中国管内の各機関が業務の魅力や職員の体験談・働き方等を紹介したり、若手

職員による質疑応答を行ったりする中で、国家公務員に対する疑問を解消し、公

務に関心を持ってもらうための契機となるよう、「ＷＥＢ国家公務員ガイダンス」

を開催しました。 

    このガイダンスは、参加機関がオンライン形式で実施し、延べ 704 人の参加が

ありました。 

開催日 参加機関 

R4.11.19 32 

  エ 各府省参加型の学生説明会（国家公務員ガイダンス） 

    中国管内に所在する各大学に赴き、当該大学の学生等を対象に、中国管内の各

機関の業務内容や仕事のやりがい、公務の魅力等を紹介する説明会を開催してい

ます。 
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    令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、対面での実

施を見送ることを基本とする一方で、感染拡大防止策を講じた上で岡山大学会場

についてのみ実施し、延べ 752 人の参加がありました。 

 

開催日 会 場 参加機関 

R4.12. 7 岡山大学 27 

 

  

説明の様子①             説明の様子② 

 

  オ 試験制度説明会 

    国家公務員を目指す学生等を対象に、一般職試験（大卒程度試験）や専門職試

験等について、試験ごとの特徴や申込みから採用までの流れ等の試験制度全般に

関する説明会を開催しました。 

    令和４年度は、オンライン形式で実施し、延べ 111 人の視聴がありました。 

 

開催日 参加機関 

R5. 2.3 ６ 

  

また、管内大学からの要望に応じ、当該大学の学生を対象に、主に一般職試験

（大卒程度試験）について、申込みから採用までの流れ等の試験制度全般に関す

る説明を行っています。 

 令和４年度は、以下の１大学において説明し、87 人の参加がありました。 

 

開催日 主催大学 

R4. 4.14 広島工業大学 
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  カ 若手職員トークセッション「パネトーク」 

    国家公務員を目指す学生等を対象に、各機関の若手職員がパネリストとなり、

国家公務員を選んだ経緯や職場の雰囲気等の共通のテーマに答えることで、受験

の参考情報や各機関の魅力等を伝えるイベントを新たに開催しました。 

    このイベントは、オンライン形式で実施し、延べ 354 人の視聴がありました。 

 

開催日 参加機関 

R5. 2.13～15 21 

 

  

                配信の様子                  配信画面の一例 

 

 ④ 人材確保活動 

人材確保活動とは、キャリアパスや求める人材像、採用計画など、採用を目的と

して各機関の情報を発信するものです。 

 

  ア 官庁合同業務説明会（一般職大卒程度試験） 

    一般職試験（大卒程度試験）の第１次試験合格者等を対象に、採用予定がある

機関の業務内容等について理解を深めてもらうため、「官庁合同業務説明会」を

開催しました。 

       この説明会では、機関ごとにブースを設け、業務説明及び意見交換を行うこと

により、第１次試験合格者等が官庁訪問や志望機関を選択するに当たって、情報

を収集できるようにしています。 

 

開催日 開催地 参加者数 

R4. 7. 7 広島市 497 
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     個別ブースの様子①                個別ブースの様子② 

 

  イ 国家公務員ＯＰＥＮゼミ「官庁Ｗａｔｃｈｉｎｇ」 

    国家公務員を目指す学生等を対象に、各府省の業務内容等について理解を深め

てもらうため、「国家公務員ＯＰＥＮゼミ『官庁Ｗａｔｃｈｉｎｇ』」を開催し

ています。 

    このイベントでは、職場見学や職員との意見交換会等を行うことにより、学生

等が普段あまり触れることのない公務の職場や職員の生の声を見聞きできるよう

にしています。 

令和４年度は、オンライン形式及び対面形式をそれぞれ２日間、合計４日間の

日程で実施し、延べ 1,494 人の参加がありました。 

 

開催日 参加機関 参加者数 

R5. 3. 9～10 32   799 ※ 

R5. 3.13～14 31 695 

※印はオンライン形式で実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             職場見学の様子①                職場見学の様子② 
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            意見交換会の様子①                意見交換会の様子② 

 

 ⑤ 大学との懇談会 

 中国管内に所在する主要大学の就職支援センター長及び就職担当教授等と学生の

就職動向や効果的な募集活動について意見交換を行い、もって公務への優秀かつ多

様な人材の確保に資することを目的として、懇談会を開催しています。 

令和４年度は、オンライン形式で実施しました。                             

      

開催日 参加大学 

R4.11.29 ７ 

 

 ⑥ 大学との意見交換会 

     中国管内に所在する主要大学を訪問し、就職担当教授及び就職担当課長等に対し、

国家公務員採用試験に関する情報提供を行うとともに、公務への人材確保について

意見交換を行っています。 

   令和４年度は、以下の２大学において開催しました。 

 

開催日 開催地 訪問大学 

R4.12. 1 広島市 安田女子大学 

R4.12.16 －   岡山理科大学 ※ 

             ※印はオンライン形式で実施しました。 

 

(3) 任用実務担当者研修会 

  中国管内に所在する各機関の実務担当者を対象に、任用制度の基礎的な事項及び制

度運用に関する事項についての研修会を行うとともに、希望する機関に対し、当該機

関が対応に苦慮している分限事例の個別相談対応を行うことにより、各機関における
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任用関係事務の適正な運用を確保することを目的として、「任用実務担当者研修会」

を開催しています。 

    令和４年度は、分限制度の説明及び実際に各府省から寄せられた対応に苦慮する事

例の解説等をオンライン形式で実施しました。また、管内の１機関から分限事例の個

別相談がありました。 

開催日 参加機関 参加者数 

R5. 1.17 23 28 

 

(4) 任用担当官会議 

  中国管内に所在する各機関の任用担当者を対象に、採用事務の手続等について説明

するとともに、採用に関する留意事項の周知徹底を図り、任用事務の適正かつ円滑な

遂行を図ることを目的として、「任用担当官会議」を開催しました。 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4. 7. 1 広島市 26 29 

 

(5) 任用に関する調査 

人事院では、各府省等における任用関係法規の適正な運用を確保するとともに、職

員の任用の実態を把握するため、「任用に関する調査」を実施しています。 

当事務局では、中国管内に所在する５機関を対象として、オンライン形式で調査を

実施しました。その結果、一部の機関において、休職の発令手続や非常勤職員の採用

事務等について適正でないと認められる事例があり、その是正のための指導・助言を

行いました。 

また、これらの機関から人事管理全般に関する意見・要望等を聴取しました。 

 

(6) 任用及び分限処分の状況 

 ① 採用候補者名簿からの採用状況 

職員の採用は、公開平等の競争試験によることが原則です。 

採用試験に合格した者は、採用試験ごとに作成される採用候補者名簿（以下「名

簿」という。）に記載されます。採用に当たっては、人事院が各府省等の任命権者

の求めに応じて名簿を示し、任命権者は名簿に記載された者の中から面接を行い、

その結果を考慮して採用することになります。 

令和４年度に当事務局が作成した各名簿からの採用等の状況は、以下のとおりで

す。 
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(単位：人）

採用（内定）者数 辞退無応答者数 希望者数

一般職（大卒） 495 181 287 27

59 33 26 0

33 13 20 0

一般職（社会人係員級） 5 1 2 2

税務職員 128 68 59 1

39 27 12 0

13 7 6 0

3 3 0 0

0 0 0 0

14 14 0 0

3 3 0 0

　　※　一般職(大卒)の希望者数27名のうち、採用時期の延期を希望している者は14名

　　※　辞退無応答者数：当該名簿から採用される意思のないことを申し出た者及び今後の採用についての希望の有無等

　　　　               の調査のための照会に応答しない者の数

　　　　希望者数      ：採用（内定）に至っていないが、今後採用（内定）されることを希望して、引き続き当該名簿

　　　　　　　　　　　  に記載されることを希望する者の数

　○2022年度採用試験の採用候補者名簿からの採用等の状況　（R5.3.31現在）

税務中国

刑 務 Ｂ

一般職（高卒）

刑務官

試験の種類 採用候補者名簿名

技術中国

刑務武道Ａ

行政中国

事務中国

名簿記載者数

刑 務 Ａ

刑務武道Ｂ

技術中国

刑務（社会人）Ａ

刑務（社会人）Ｂ

 

 

② 選考採用等の承認状況 

  ア 選考採用 

採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される官職や職務 

と責任が特殊な官職については、選考により採用することができます（人事院の

定める基準を満たすものについては人事院の承認不要）。 

また、名簿に記載されている志望者が５人未満の場合も、人事院の承認を得て

選考により採用することができます。 

令和４年度において、中国事務局長が承認した事例はありませんでした。 

 

  イ 他名簿からの採用 

補充しようとする官職に係る名簿がない場合や名簿において当該官職を志望す

ると認められる採用候補者が５人に満たない場合には、人事院が定める基準に従

い、他の名簿に記載されている者の中から採用することができます。 

令和４年度において、他名簿から採用された者は６人でした。 
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 ③ 在職及び離職状況  

令和４年１月 15 日現在の中国管内における一般職国家公務員（給与法適用職員、

任期付職員、任期付研究員）の在職者総数は 15,560 人で、前年度に比べ 69 人減少

しています。 

また、令和３年度の中国管内における一般職国家公務員の離職者総数は 1,154 人

で、前年度に比べ 42 人増加しています。  

   （資料「中国管内における採用・離職状況」（48 頁）参照） 

 

 ④ 分限処分の状況  

分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、心身

の故障により職務の遂行に支障がある場合など法令に定められた事由に該当する場

合に降任、免職、休職、降給を行うことです。 

令和３年度中に中国管内において、免職処分された者はいませんでした。 

また、令和４年１月 15 日現在の中国管内における分限による休職中の職員は 121 

人で、前年度に比べ３人増加しています。そのうち、いわゆる病気休職の職員は 109

人で、前年度に比べ４人増加しています。 
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２ 人材育成 

人事院は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想される官職の職務 

と責任の遂行に必要な知識、技能等を習得させ、その他その遂行に必要な職員の能

力・資質等を向上させることを目的として、計画的に研修を実施しています。 

当事務局では、年間を通じ中国管内の各機関に勤務する職員を対象として、新採 

用者から管理監督者までの各役職段階別研修、人事評価、ハラスメント防止など特

定の内容に関するテーマ別研修、各種研修の指導者を育成するための指導者養成研

修を実施しています。 

 

(1) 研修 

公務を取り巻く状況変化の中、Ｏｆｆ－ＪＴの役割の重要性はますます高まってお

り、人事院では、マネジメント能力向上のための研修をはじめ、各種研修に取り組ん

でいます。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に対応して、通常の対面研修

のほか、インターネットを活用した「オンライン研修」を複数の研修で取り入れて実

施しました。対面研修においては、受講者数の制限、研修中の換気やマスクの着用、

卓上シールド等の活用などの３密対策のほか、受付時の検温、会場の出入時の手指消

毒の徹底、体調不良の場合の注意喚起、資料の手渡し回避などの感染防止対策をとり

実施しました。 

 

 ① 役職段階別研修 

役職段階別研修は、役職段階ごとに求められる能力・資質を向上させるとともに、

国民全体の奉仕者としての意識の徹底を図り、併せて政府職員としての一体感を培

うことを目的としています。 

 

  ア 新採用職員研修 

各機関に新たに採用された職員を対象に、国民全体の奉仕者としての使命と心

構え、国家公務員制度の基礎的知識、社会人として必要なマナーやコミュニケー

ション能力を習得させることを目的として実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、２回に分け

てオンラインで開催しました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 公務員として必要なことを学ぶことで、これから身を引き締めて仕事に向か
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おうと改めて決断する良い機会となった。 

   ・ 内容の濃い非常に有意義な研修を受けることができ、さらに同期ともより親

しくなることができた。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

 

 

R4. 4.12
 

～  4.13
 

R4. 4.14
 

～  4.15
 

 

 

・公務員としてのあり方 

・給与、勤務時間・休暇、ハラスメント 

 防止 

・人事評価 

・服務、倫理、情報セキュリティ 

・こころの健康づくり 

・公務職場における応接とマナー、コミュ

ニケーション 

 

 

 

28 機関
 

94 人
 

 

 

 

 

  イ 中堅係員研修 

一定の職務経験を積んだ中堅の係員を対象に、組織における自分の役割等を考

えさせるとともに、円滑な業務遂行に資するコミュニケーション能力の向上を図

ることを目的として実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンライン

開催としました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 求められている仕事のレベルも上がりつつある状況、上司と後輩を繋ぐ役割

も求められている状況の中、すぐに実践したい技術や知識を得ることができた

点も非常に有意義だった。 

・ 日頃の仕事について悩んでいた点があったが、講義や他の研修員との交流の

おかげで解決でき、とても濃い内容の研修だった。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

   
 
R4.12.6

 

   
～ 12.8

 

 

・職場のメンタルヘルス 

・職場のコミュニケーション 

・ワールドカフェ 

・先輩職員からのメッセージ 

    

32 機関
 

    42 人
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  ウ 係長研修 

各機関の係長級職員を対象に、職場の第一線を担うリーダーに求められる知識

及び実践的な能力の向上を図ることを目的として実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためオンライン開

催としました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 各講義について、グループワークが多く、様々な方と交流できたことはもと

より、知識としても定着させやすくて良かった。 

   ・ 上司からコーチングやマネジメントについて教えてもらう機会はないので、

研修で専門の方から聞けて非常に参考になった。 
 

実施日 主な科目 修了者数 

 

R4.9.6 

～ 9.8 

 

・コーチング 

・マネジメント（ＪＳＴ（仕事と人のマネ

　ジメント研修）１日コース） 

・問題解決力を磨く 

 

36 機関 

51 人 

 

 

  エ 課長研修 

各機関の課長級職員を対象に、管理職の基本的マネジメント能力の向上を図る

ことを目的として実施しています。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 管理職のための研修を受けたことがないので、非常にためになった。管理職

になる前に受講したかった。 

    ・ 普段考えないことをディスカッションすることで、一方的に講義を聴くこと

よりも意識が上がり、また記憶に残った。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

R4.11. 9 

～ 11.10
 

・女性の活躍推進のための管理者の役割（女

　性職員登用推進セミナー） 

・マネジメント 

30 機関 

36 人 
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 討議の様子 

 

 ② テーマ別研修 

テーマ別研修は、公務における必要な特定の知識及び能力の向上、適切な勤務環

境の確保等を目的としています。 

 

  ア 評価・育成能力向上研修 

公正かつ適正な人事評価の実施に資するため、評価者である管理者を対象に、

評価や面談に関する実践的な知識及び技法を習得させることを目的として実施し

ています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、２回に分け

てオンライン開催としました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 自身の業務内容とは異なる他職種の方とグループワークすることで、自身の

評価傾向をより知ることができ、今後の評価者としてのスキル向上となる有益

な研修であった。 

   ・ 評価の目線や実際のフィードバックで気を付けることなど、体系立てて解説

いただき、大変参考になった。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

 

R5. 2.15 

R5. 2.16 

 

・人事評価のプロセス 

・評価者の目線合わせ 

・評価を人材育成に活かす 

・フィードバック面談 

    

43 機関 

52 人 

 

 

 

 

-19-



  イ 女性職員登用推進セミナー 

各機関の課長級以上の職員を対象に、職場単位で女性職員の登用を阻害する要

因を見直し、女性登用のための環境を整備するため、各職場の管理職員の意識啓

発を図ることを目的として実施しています。 

令和４年度は、課長研修の１科目として開催しました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 民間での経験やこれまでの経歴を踏まえた上で、法を絡めた丁寧な説明を受

け、様々な気づきやマネジメントを行う上でのヒントをいただいた。 

   ・ 女性活躍の組織メリット及び推進のアプローチ方法を理解するとともに、女

性の考え方を知ることができた。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

R4.11.9
 ・公務における現状・政策紹介 

・女性の活躍推進のための管理者の役割 

31 機関 

37 人 

 

  ウ 女性職員キャリアアップ研修 

女性職員の登用を促進するため、係長級女性職員を対象に、業務遂行能力の伸

長、マネジメント能力の開発、人的ネットワークの形成の機会を付与することを

目的として実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためオンライン開

催としました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 自分の価値観を大切にしながら、今後キャリアを形成していく上で挑戦した

い気持ちがあることを再認識することができた。 

   ・ キャリアの重ね方や、コミュニケーションの図り方について常日頃悩んでい

たところ、この研修で解消することができた。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

R4.10.12
 

～ 10.13
 

・先輩職員からのメッセージ 

・キャリアについて考える 

・アサーティブコミュニケーション 

25 機関
 

27 人
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  エ メンター養成研修 

各府省のメンター・プログラム導入への支援の一環として、メンター（自分の

経験を基に後輩職員の相談に乗り、助言する先輩職員）となることが予定されて

いる職員を対象に、職場におけるメンター、メンタリングに関する基本的な知識

とコミュニケーション・スキルを習得させることを目的として実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、２回に分け

て開催しました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ ロールプレイでメンター、メンティーを体験してみて、制度の意義を感じた

とともに、メンターとしての難しさも感じた。 

   ・ 普段意識していない技法や知らなかったコミュニケーション・スキルを学び、

すぐに実践できたことが良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講義の様子 

 

 オ マネジメント研修（ＪＳＴ（仕事と人のマネジメント研修）１日コース） 

各機関からのマネジメント研修の拡充要望を踏まえ、係長級職員を対象に、仕

事の管理や部下の指導等に関わるチームワーク、リーダーシップ力を高める意義

を認識し、これらの能力発揮を職場で実践していくことを促す機会を提供するこ

とを目的として実施しています。 

令和４年度は、係長研修の１科目としてオンラインにて開催しました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ マネジメント方法について真剣に考える機会は、今回の研修のような場面で

ないとないので、機会を得られて良かった。 

実施日 主な科目 修了者数 

R4. 6. 21
 

R4. 6. 22
 

・コミュニケーション・スキル  

・ロールプレイ 

55 機関 

82 人 
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   ・ 自分のリーダーシップスタイルがわかり、また、部下に応じたスタイルで対

応していく必要性があることを教えていただき、大変有益だった。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

 

 

R4.9.7 

 

 

・第一線のリーダーの任務 

・計画と実施、仕事の改善を考える  

・マネジメントに関する事例研究 

・リーダーシップの働き 

・メンバーのモチベーションを高める 

 

36 機関
 

51 人
 

 

 

  カ 幹部・管理職員ハラスメント防止研修 

職員の模範となるべき幹部・管理職員に、ハラスメント防止に向けて求められ

る役割や行動様式等について再認識させることを目的として、管区機関等の課長

級以上の職員を対象に実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためオンライン開

催としました。 

受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ ハラスメントに対応する際の引き出しが増え、対応の幅が広がったように思 

う。 

   ・ 講義の説明とワーク部分の進め方が巧みで理解しやすく、事例研究は実際の

職場でも起こりうる例だったので参考になった。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

R5.1. 24 
・制度説明 

・講義・演習 

39 機関
 

52 人
 

 

③ 指導者養成研修 

指導者養成研修は、各機関においてより効果的に部内研修を実施できるよう、各

種研修の指導者を養成することを目的としています。 

 

  ア ハラスメント防止研修指導者養成コース 

ハラスメント防止に関する職員の意識を高め、また、管理・監督者にその果た

すべき責務・役割についての理解を徹底するとともに、研修の効果的な実施・指

導方法等を修得させることを目的として実施しています。 
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令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためオンライン開

催としました。 

    受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ ハラスメントに関して、これまでの研修等で学んだことよりも更に深掘りし

た知識を身に付けることができ、ハラスメントを見聞きした、相談を受けた場

合の対応についても考えるきっかけとなった。 

   ・ 定期的にハラスメントに関する研修を受講しているが、従前と違い管理・監

督者が果たすべき責務・役割等について再認識することができたのが良かった。 
 

実施日 主な科目 修了者数 

 

 

R4. 8.25
 

 

 

・ハラスメント防止の必要性 

・セクシュアル・ハラスメント 

・妊娠、出産、育児又は介護に関する 

 ハラスメント 

・パワー・ハラスメント 

・ハラスメントが起きたとき 

 

 

58 機関 

68 人 

 

 

 

  イ ＪＳＴ基本コース（仕事と人のマネジメント研修）指導者養成課程 

仕事の管理や部下の指導などに関する原則を組織的、体系的に理解させ、実践

的能力を付与するとともに、研修の指導者として必要な技法等を修得させること

を目的として実施しています。 

    受講者からは次のような感想が寄せられています。 

   ・ 実習や課題討議で他の研修員と話すことが多く、それぞれの職場で抱える課

題及び課題への対処方法等について、話が聴けたことが良かった。 

   ・ 次の人事異動ではマネジメント業務が主な仕事となるので、この研修で学ん

だことを活かしたい。 

 

実施日 主な科目 修了者数 

 

R5. 1.31 

～  2. 3
 

 

・第一線のリーダーの役割 

・リーダーのマネジメント 

・リーダーシップ 

・コミュニケーション 

・職場における実践 

 

17 機関 

17 人 
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発表の様子 

 

(2) 講師派遣等による研修支援 

  各機関に対して、研修の計画・実施に必要な支援・助言を行うと共に、各機関が計 

画・実施する研修のうち、公務員倫理、ハラスメント防止等の内容について、各機関 

からの要請に応じて職員を研修の講師として派遣しています。 

  令和４年度は、３機関の講師派遣依頼（公務員倫理：１件、ハラスメント防止：３

件）となり、職員を派遣しました。 
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３ 給 与 

職員の給与は、社会一般の情勢に適応するよう人事院において調査・研究を行い、

適当と認める改定等を国会及び内閣に同時に勧告・報告することとされています。 

当事務局では、給与勧告制度の基礎資料となる公務員給与及び民間給与の実態を

的確に把握するための調査を行っているほか、各種説明会、実務研修会及び給与簿

監査並びに日常の業務を通じて各機関における給与実務についての支援・助言を行

っています。 

 

(1) 給与報告 

 ① 給与勧告制度の仕組み 

   国家公務員は、民間企業の勤労者とは異なり、争議権や団体交渉権などの憲法で

保障された労働基本権が制約されています。給与勧告は、このような労働基本権制

約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を

確保する機能を有するものです。 

   人事院は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること

（民間準拠）を基本に、官民の給与を精密に比較（ラスパイレス方式）した上で、

勧告を行っています。 

  （資料「給与勧告の実施状況等」（49 頁）参照） 

 

 ② 職種別民間給与実態調査及び国家公務員給与等実態調査 

   人事院では、官民給与の比較の基礎とするため、毎年、「職種別民間給与実態調

査」及び「国家公務員給与等実態調査」を次のとおり行っています。 

  ア 職種別民間給与実態調査 

    都道府県や政令指定都市等の人事委員会と共同で、全国の企業規模 50 人以上 

かつ事業所規模 50 人以上の民間事業所のうちから無作為抽出した約 12,000 事業

所を対象として、人事院等の職員が直接、民間事業所を訪問して行っている調査

です。 

    当事務局では、73 事業所を対象に調査を行いました。 

  イ 国家公務員給与等実態調査 

    一般職の国家公務員のうち給与法等の適用を受ける常勤職員を対象として、職

員の俸給、諸手当の受給状況、年齢、学歴等について各府省の協力を得て行って

いる調査です。 
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 ③ 給与勧告等の取扱い 

   人事院は、令和４年８月８日、国会及び内閣に対して、国家公務員の給与等に関

する報告及び勧告を行いました。 

   政府は、勧告の取扱いについての検討を進め、同年 10 月７日の閣議において、給

与法等の一部改正法案を勧告どおり改定する旨決定し、同日、改正法案は国会に提

出されました。その後、同法は同年 11 月 11 日に成立し、同月 18 日に公布され、

官民較差による俸給表改定は同年４月１日から適用されました。 

 

(2) 給与実務担当者研修会 

給与制度の適正な運用を確保するため、中国管内に所在する各機関の実務担当者を

対象に研修会を開催しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、給与実務初任者

等研修会は前年度に引き続きオンライン開催とし、給与事例等研修会は３年ぶりに対

面形式にて開催しました。 

名称 開催日 内容 参加機関 参加者数 

 

 

給与実務初任者等研修会 

R4. 5.30 

 

諸 手 当 

・ 支 給 

48 

 

59 

 

R4. 6.28 

～  6.29 

諸 手 当 52 

 

62 

 

 R4. 9.15 

～  9.16 

俸給決定 

 

41 

 

55 

 

 

給与事例等研修会 

 

R5. 2. 9 

～  2.10 

俸給決定 

 

16 

 

18 

 

R5. 2.16 

～  2.17 

諸 手 当 

・ 支 給 

25 

 

25 

 

 

(3) 給与簿監査 

職員の給与が給与法、人事院規則等に適合して行われることを確保することを目的

に「給与簿監査」を実施しています。 

当事務局では、中国管内に所在する 48 機関を対象として監査を実施しました。その

結果、一部の機関において、初任給の決定、復職時調整、通勤手当の手当額の算出方

法、単身赴任手当の加算額、勤勉手当の期間率、月の中途で育児休業を開始したこと

に係る日割計算等に関する誤りがあったため、その是正の指示等必要な指導を行いま

した。 
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４ 勤務時間及び休暇 

職員の勤務時間及び休暇は、給与と並び重要な勤務条件のうちの一つと位置付け

られています。 

人事院は、勤務時間及び休暇制度の実施についての責めに任じられており、具体

的運用に当たる各府省と協力して、職員の適正な勤務条件の確保に努めています。 

当事務局では、国家公務員の勤務条件等検討の基礎資料を得るための調査を行って

いるほか、制度説明会及び制度等運用状況調査並びに日常の業務を通じて、各機関

における勤務時間・休暇制度運用の実務についての支援・助言を行っています。 

 

(1) 勤務時間・休暇制度説明会 

  勤務時間・休暇制度に関する基礎知識の付与及び関係法令の周知徹底を図り、当該

制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、中国管内に所在する各機関の

実務担当者を対象とした「勤務時間・休暇制度説明会」を開催しています。 

  説明会では、勤務時間の割振り、超過勤務時間の上限規制、週休日の振替、休日の

代休日及び休暇並びに非常勤職員の勤務時間・休暇等についての説明を行っています

が、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため紙面開催としま

した。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.3.30 － 53 － 

 

(2) 勤務時間・休暇制度等に関する調査 

 ① 公務における勤務時間・休暇制度等運用状況調査 

   勤務時間・休暇制度等の遵守状況を確認し、必要に応じて指導を行うとともに、

各府省から意見を聴取し、今後の施策の検討に活用することを目的として、「勤務

時間・休暇制度等運用状況調査」を実施しています。 

   当事務局では、中国管内に所在する４機関を対象として調査を実施しました。そ

の結果、一部の機関において、特別休暇の運用誤りなどが認められ、その是正のた

めの指導・助言を行いました。 

   また、これらの機関から勤務時間・休暇制度等に関する意見・要望等を聴取しま

した。 
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 ② 民間企業の勤務条件制度等調査 

    人事院では、国家公務員の勤務条件の検討のための基礎資料を得ることを目的と

して、「民間企業の勤務条件制度等調査」を実施しています。 

全国に所在する企業規模 50 人以上の企業のうちから無作為抽出した約 7,600 社

（当事務局の対象事業所数：23 社）を対象として、10 月１日現在における交替制

勤務の状況、介護のための短時間勤務制度、季節的な休暇制度、産業医等の配置状

況、社宅の状況等、業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度、従業員の退職

管理等の状況について、オンライン調査システムを利用した回答を可能とした上

で、電話、郵送等により回答を求めました。 
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５ 福 祉 

人事院は、職員の福祉の増進、能率の発揮等の観点から、健康安全管理、心の健

康づくりのための対策、ハラスメントの防止対策、仕事と育児・介護の両立支援等

について様々な施策を推進しています。 

当事務局では、各種研修会等及び管理状況監査並びに日常の業務を通じて、各機

関における職員の福祉の増進、能率の発揮等についての支援・助言を行っています。 

 

(1) 健康安全管理対策 

  職員の勤務能率の発揮・増進のためには、職員が健康な状態で職務に従事し得るよ

う、職員個々人の心身の健康状態を良好に保つとともに快適で安全な勤務環境を確保

することが必要です。 

  人事院では、各府省における勤務環境に関する措置、有害・危険業務等に関する措

置、健康診断等の基準を定め、その適切な運用について支援・助言を行っています。 

 

 ① 安全対策会議 

   「国家公務員安全週間（７月１日～７日）」の周知及び各機関における安全意識

の高揚、安全管理活動の定着等を図り、職員の安全を確保することによって公務能

率の向上に資することを目的として、中国管内に所在する各機関の安全管理者、安

全管理担当者等を対象とした「安全対策会議」を開催しています。 

   会議では、安全週間の趣旨・標語、安全週間に際し全ての機関で実施すべき事項、

各機関の実情に応じ、重点的に実施する事項等について説明を行うとともに、安全

管理の専門家による講演を行っていますが、令和４年度は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため、安全管理に関する資料を提供するとともに、有識者等

による講演動画を配信しました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.7.25～7.29 － 27 59 

 

 ② 健康安全管理担当者研修会 

   健康管理・安全管理制度に関する基礎知識の付与及び関係法令の周知徹底を図 

り、当該制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、中国管内に所在す

る各機関の実務担当者を対象とした「健康安全管理担当者研修会」を開催していま

す。 
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   研修会では、健康管理体制の整備、健康管理基準、安全管理体制の整備、危険を

防止するための措置、安全教育等についての説明を行っていますが、令和４年度は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため紙面開催としました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.8.1～8.31 － 53 － 

 ③ 健康安全管理状況監査 

   各府省における健康安全に関する法規の遵守状況を監査し、その結果、不当事項

等を発見した場合には、その是正の指示その他必要な指導を行い、職員の健康安全

を確保することを目的として、「健康安全管理状況監査」を実施しています。 

   当事務局では、中国管内に所在する５機関を対象として監査を実施しました。そ

の結果、一部の機関において、健康診断について必要な回数が実施されていなかっ

た事例、照明設備の点検等、勤務環境についての適切な措置が講じられていなかっ

た事例などが認められ、その是正の指示及び必要な指導を行いました。 

 

(2) 心の健康づくりのための対策 

  職員の心の健康づくりは、職員やその家族にとって重要な問題であるばかりでなく、

職員が高い志気を持って能力を十分に発揮し、国民に対して公務を効率的かつ的確に

提供するという観点からも重要な課題です。このような認識の下、人事院では、職員

の心の健康づくりのための対策を一層推進するため、諸事業を実施しています。 

 

 ① こころの健康相談室 

   ストレスを抱えた職員の悩みを聴き、メンタルケアを行うこと、また、職場関係

者等に対して助言・指導を行うことを目的として、中国管内に所在する各機関の職

員、その家族、健康管理者及び管理監督者等を対象とした専門医による「こころの

健康相談室」を設置しており、令和４年度よりオンラインによる相談も開始しまし

た。 

   令和４年度は、12 件の相談を受けました。 

 

 ② こころの健康にかかる職場復帰相談室 

   心の健康の問題による長期病休者の職場復帰、再発予防等に関し、人事院におい

て精神科医等を確保し、各府省がその医師を職場復帰のための健康管理医として委

嘱することにより、専門的立場から助言・指導を得ることを目的として、「こころ
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の健康にかかる職場復帰相談室」を設置しています。 

   令和４年度は、中国管内に所在する機関のうち、18 機関が当事務局で確保した医

師を職場復帰のための健康管理医として委嘱し、３件の相談を受けました。 

 

 ③ 心の健康づくり研修 

   各機関における心の健康づくり施策の促進に資することを目的として、中国管内

に所在する各機関の健康管理者、健康管理担当者等を対象とした「心の健康づくり

研修」を開催しています。 

   研修では、心の健康づくりを推進する必要性、公務における心の健康の問題によ

る長期病休者の現状、職員の心が不健康な状態となった場合の対応、円滑な職場復

帰と再発防止策、ストレスチェック等についての説明及び職場環境改善のための実

習を行っていますが、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため、有識者等による講演動画を配信しました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.10.25～11.8 － 58 78 

 

(3) ハラスメント防止対策 

  ハラスメントは、個人の人格や尊厳を不当に侵害するだけでなく、勤務能率や職場

秩序に悪影響を及ぼす重大な問題です。 

  人事院では、公務の職場におけるハラスメント防止策の一環として、「国家公務員

ハラスメント防止週間（12 月４日～10 日）」を設け、諸事業を実施しています。 

 

① ハラスメント防止対策担当者会議 

   ハラスメントの防止及び排除並びに被害者救済などに関し、各府省のハラスメン

ト防止対策担当者の認識を深め、公務におけるハラスメント防止に関する施策の充

実を図ることを目的として、中国管内に所在する各機関においてハラスメント防止

対策を担当する職員を対象とした「ハラスメント防止対策担当者会議」を開催して

います。 

会議では、ハラスメント防止に係る人事院規則の制度説明や公務におけるハラス

メント防止対策に関する情報提供を行いました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.11.28 広島市 25 26 
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 ② ハラスメント相談員セミナー 

   ハラスメント相談員に求められる心構え及び基礎的知識を得るとともに、相談業

務を適切に遂行するために必要な相談技法の向上を図ることを目的として、中国管

内に所在する各機関においてハラスメントに関する苦情相談を受ける職員を対象

とした「ハラスメント相談員セミナー」を開催しています。 

   セミナーは「苦情相談担当官研修会」（40 頁参照）と併せて「苦情・ハラスメン

ト相談員セミナー」として実施し、「苦情相談・ハラスメント相談への対応－相談

員の役割と具体的聴き方－」と題して、専門家による講義・演習を行いました。 

   参加者からは、「実際の相談・指導の方法や留意事項の研修はほとんどないため

有意義であった。」、「ロールプレイを通して相談を受けた時の対応を経験するこ

とで、反省点改善点を発見・検証できた。」などの意見が寄せられました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.11.28 広島市 25 26 

 

(4) 仕事と育児・介護の両立支援 

  人事院では、ワークライフバランスの実現に向けて、国家公務員の仕事と育児・介

護の両立支援制度を定め、その適切な運用について支援・助言を行っています。 

 

 ① 育児休業・女子福祉制度説明会 

   育児休業・女子福祉制度に関する基礎知識の付与及び関係法令の周知徹底を図 

り、当該制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、中国管内に所在す

る各機関の実務担当者を対象とした「育児休業・女子福祉制度説明会」を開催して

います。 

   説明会では、育児休業制度、育児短時間勤務制度、育児時間制度のほか、女子職

員の健康・安全及び福祉制度について説明を行っていますが、令和４年度は、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため紙面開催としました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.3.30 － 53 － 

 

 ② 介護に関するセミナー 

   今後、公務においても、介護に関わる職員が増加することが想定される中で、職
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員の仕事と介護の適切な両立を図っていくことが極めて重要な課題となりつつあ

ることから、国家公務員の介護に関する両立支援制度や、介護保険の仕組み、実際

に介護事由が生じた場合の職員や管理職の対応方法などについて、ワークを交えな

がら理解を深めることで仕事と介護の適切な両立を推進することを目的として、各

機関の人事担当者等を対象とした「介護に関するセミナー」を開催しています。 

   令和４年度は、職員福祉局職員福祉課（本府省職員を対象として実施）との共同

開催とし、オンライン配信により実施しました。 

   セミナーでは、国家公務員の介護に関する両立支援制度や介護保険の仕組み、介

護事由が生じた場合の対応方法などの講義・演習を行いました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.1.26 東京都 11 19 

      ※参加機関及び参加者数は中国管内に所在する機関の数を示す。 
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６ 災害補償 

災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤に

よる災害を受けた場合に、国が使用者として、その職員又はその遺族に対し、災害

によって生じた損害を補償し、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を

図るために必要な福祉事業を行うことを目的としています。 

当事務局では、災害補償制度に関する実務担当者研修会及び実施状況監査並びに

日常の業務を通じて、各機関における災害補償実務についての支援・助言を行って

います。 

 

(1) 災害補償実務担当者研修会 

  災害補償制度及び公務・通勤災害の認定に関する災害補償業務の迅速かつ適正な運 

営に資することを目的として、中国管内に所在する各機関の実務担当者を対象とした 

「災害補償実務担当者研修会」を開催しています。 

  令和４年度は、６月から７月にかけて、職員福祉局補償課主催のｅラーニング方式

（全国の機関が対象）により実施しました。 

 

(2) 災害補償実施状況監査 

  各実施機関が行う補償及び福祉事業の実施状況について監査し、その結果、不当事

項等を発見した場合には、その是正の指示その他必要な指導を行い、各実施機関にお

ける迅速かつ公正な補償の実施及び適正な福祉事業の実施の確保を図ることを目的と

して、「災害補償実施状況監査」を実施しています。 

    当事務局では、中国管内に所在する１機関を対象として監査を実施しました。その

結果、文書料に消費税が含まれていたにもかかわらず、その全額を療養補償として支

給していた事例、治癒認定にあたって医師の診断書に基づかずに申立書のみで行って

いた事例などが認められ、その是正の指示及び必要な指導を行いました。 
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７ 服務・懲戒、倫理 

職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂

行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないものとされており、

このため、職員には法令及び上司の命令に従う義務、秘密を守る義務、争議行為や

信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限、兼業の禁止などの服務上の制約が課せら

れています。また、服務規律の保持のために、懲戒制度が設けられています。 

上記のほか、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の

防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として、国家公務員倫

理法が制定されています。 

  当事務局では、制度の周知徹底や運用の適正化を図るため、各種説明会等を開催

しています。 

 

(1) 服務・懲戒制度説明会 

  服務違反事例、懲戒処分の現状を解説することにより、服務・懲戒制度の周知徹底

を図り、業務の適正、適切な運用を確保することを目的として、中国管内に所在する

各機関の担当者を対象とした「服務・懲戒制度説明会」を開催しています。 

  説明会では、服務の根本基準、服務義務の種類、服務義務違反に対する懲戒につい

て説明を行っていますが、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため紙面開催としました。 

 

開催日 開催地 配付機関 

R4.7.21 － 86 

 

(2) 倫理事務担当者研修会 

  国家公務員倫理制度の概要や倫理保持の課題に関わる講義及び事例討議を行うこと

により、各機関における制度の適正な運用の確保等を図ることを目的として、中国管

内に所在する各機関の担当者を対象とした「倫理事務担当者研修会」を開催しました。 

  令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためオンライン開催と

しました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.2.7 － 10 10 
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(3) 「国家公務員倫理月間」におけるポスターの掲示 

  国家公務員の倫理保持について事業者等の協力を得ることを目的として、国家公務

員倫理月間（例年 12 月）期間中、ポスターを掲示し、国家公務員は、利害関係のある

事業者からの金品等の贈与や供応接待が原則として禁止されていることを周知すると

ともに、禁止行為をみかけたときの相談・通報を呼びかけています。 

  令和４年度は、広島市内の公共交通機関（電停ホームや路線バス車内）等のほか、

新たに中国管内の商業施設（ショッピングセンター）にポスターを掲示し、より多く

の事業者等への周知を行いました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

掲示したポスター 
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８ 生涯設計 

本格的な高齢社会を迎え、高齢者がその能力を有効に発揮できる雇用環境を整備

することが社会全体の課題となっており、人事院は、定年後の再任用制度の円滑な

実施など高齢社会に対応した諸施策を展開しています。 

当事務局では、各機関の職員を対象とした「生涯設計セミナー」を開催し、職員

の定年後の生活設計を支援しています。 

 

(1) 生涯設計セミナー５０ 

  中国管内に所在する各機関の定年を控えた 50 歳台の職員を対象に、定年後の生活設

計の必要性、再任用制度や公的年金制度などの知識や情報を付与するとともに、生涯

設計を考える機会を提供することにより、定年後の生活への疑問や不安の解消を図り、

安心して職務に専念してもらうことを目的として開催しています。 

令和４年度は、３年ぶりに対面形式にて開催しました。 

    参加者からは次のような感想が寄せられています。 

  ・ 定年退職後のイメージ全般について考えることができた。反対に、自分が今まで

何も考えてなかったということが再認識できた。 

  ・ 漠然と捉えていた老後について、多くの気付きが得られたセミナーであった。 

  ・ 講義だけでなく、同年代の人達の色々な話を聞くことができ、現実味を帯びた充

実したセミナーであった。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.1.18～19 広島市 14 19 

 

 

セミナーの様子 
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(2) 生涯設計セミナー４０ 

中国管内に所在する各機関の 40 歳台の職員を対象に、職員が早い時期に自らの将来

の目標を明確にした生涯設計（ライフプラン）を考える機会を提供し、職業キャリア、

家庭経済及び健康管理に関する知識や情報を付与することにより、今後の職業生活及

び個人生活の両面において疑問や不安の解消を図り、やりがいを持って職務に精励で

きる環境を整備することを目的として開催しています。 

令和４年度は、３年ぶりに対面形式にて開催しました。 

    参加者からは次のような感想が寄せられています。 

 ・ 今後の公務員人生及び退職後の将来設計を考える上で大変参考となった。 

 ・ 将来設計が急務であることがよく分かり、時間に余裕のある今のうちに受講でき

て有意義だった。 

 ・ 普段あまり考えることがない自分の生涯設計を考える良い機会となった。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R5.1.20 広島市 ５ ５ 
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９ 公平審査 

公平審査は、職員の身分や利益を保障することによって人事行政の公正を期し、

公務の能率的な運営を確保することを目的とした制度であり、職員は、不利益処分

についての審査請求、勤務条件に関する行政措置の要求等をすることができます。 

当事務局では、これらの請求や要求等について審理・事実調査を本院公平審査局

と分担して実施するほか、行政措置要求等の形式をとらない苦情相談に対して必要

な対応を行うとともに、各機関に対して連絡会議及び研修会を通じて支援・助言を

行っています。 

 

(1) 公平審査等の状況（当事務局分） 

 ① 不利益処分についての審査請求 

   令和４年度における受付は１件で、次年度へ繰越しとなりました。 

 

 ② 勤務条件に関する行政措置の要求 

   令和４年度における受付はなく、次年度への繰越しはありません。 

 

 ③ 災害補償等についての審査の申立て 

   令和４年度における受付は２件で、令和３年度からの繰越し分２件を含めた処理

状況は、容認１件及び取下げ１件となっており、次年度への繰越し合計は２件です。 

 

 ④ 給与の決定に関する審査の申立て 

   令和４年度における受付はなく、次年度への繰越しはありません。 

 

 ⑤ 苦情相談の処理 

   人事院は、職員から勤務条件や勤務環境等に関する苦情相談がなされた場合、制

度の説明及び助言を行うほか、相談者の了解の下に、相談者の所属する府省へ相談

内容を伝達し、必要に応じ、事実関係についての調査等の対応を求めるなどの方法

により、適切な解決を図っています。 

   令和４年度に中国管内の各機関の職員からあった苦情相談は 37 件で、パワー・ハ

ラスメントに関する相談が多い傾向にありました。 
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(2) 苦情相談に関する連絡会議 

  各府省における苦情相談業務の適切な運営を支援することを目的として、中国管内

に所在する各機関において職員からの苦情相談業務を担当する職員を対象とした「苦

情相談に関する連絡会議」を開催しています。 

  会議では、苦情相談の内容及び処理状況、相談事例等についての情報提供及び各機

関との意見交換を行いました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.11.28 広島市 25 26 

 

(3) 苦情相談担当官研修会 

  相談員に求められる心構え及び基礎的知識を得るとともに、相談業務を適切に遂行

するために必要な相談技法の向上を図ることを目的として、中国管内に所在する各機

関において職員からの苦情相談業務を担当する職員を対象とした「苦情相談担当官研

修会」を開催しています。 

  研修会は「ハラスメント相談員セミナー」（32 頁参照）と併せて「苦情・ハラスメ

ント相談員セミナー」として実施し、「苦情相談・ハラスメント相談への対応－相談

員の役割と具体的聴き方－」と題して、専門家による講義・演習を行いました。 

 

開催日 開催地 参加機関 参加者数 

R4.11.28 広島市 25 26 
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10 職員団体 

一般職の国家公務員（行政執行法人職員を除く。）は、警察職員、海上保安庁又

は刑事施設で勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職

員団体を結成することができます。 

 当事務局では、職員団体からの勤務条件改善の申入れ等のための会見に応じてい

ます。 

 

(1) 職員団体との会見 

  人事院は、職員の勤務条件に関する勧告、規則の制定、改廃などを行うに当たって、 

職員団体その他の公務員組合との会見を通じて、職員の意見・要望等を聴取し、これ 

らの施策に反映させることとしています。 

  当事務局において令和４年度に行った会見は 14 件でした。 

  （資料「職員団体との会見状況」（50 頁）参照） 

  また、令和４年８月９日に、広島市において職員団体に対して給与勧告等に関する

説明会を、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、ウェブ会議システ

ムを用いて説明者（人事院本院職員）と会場を中継して開催しました。 

 

(2) 職員団体の登録 

  職員団体の登録制度は、職員団体が民主的かつ自主的な団体であることを人事院が 

公証するもので、これによって交渉時における当局と職員団体との関係の円滑化を図 

り、安定した労使関係の確立を期待しているものです。 

  当事務局における令和４年度の新規登録は１件、役員、規約等の変更登録件数は 

 100 件で、登録の抹消件数は１件でした。 

 

              ○中国管内の職員団体登録状況（R5.3.31 現在） 

府 省 名 登録団体数 

総  務 省 1  

法  務 省 1  

財 務 省 60  

厚生労働省 6  

農林水産省 12  

国土交通省 19  

計 99  
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(3) 職員団体制度説明会 

職員団体制度の周知徹底を図り、制度の適正な運用を確保することを目的として、

管内に所在する各機関の担当者を対象とした職員団体制度説明会を開催し、職員団体

の定義、交渉、職員団体のための職員の行為、不利益取扱いの禁止等についての説明

を行っていますが、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

紙面開催としました。 

 

開催日 開催地 配付機関 

R4.7.21 － 86 
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11 各方面との意見交換等 

人事院では、人事行政を適切に運営していくため、各方面から公務員や公務員制 

度に対する率直な意見を聴取するとともに、公務に対する理解を深めてもらうこと 

に努めています。聴取した意見については、制度改正などを通じ、人事行政の方針 

の策定や運営面に反映させていくこととしています。 

当事務局では、国の各機関を始め、企業経営者、報道機関の論説委員等の各界有 

識者との意見交換などを実施しています。 

 

(1) 人事担当課長会議 

中国管内の各機関との連携を密にして人事行政の円滑な実施を図るため、毎年、当

事務局で実施する年間業務計画の説明及び人事行政の諸問題について意見交換を行う

各機関の人事担当課長等を対象とした「人事担当課長会議」を開催しています。 

なお、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため紙面開催と

しました。 

開催日 開催地 配付機関 

R4.4.22 － 22 

 

(2) 各機関からの陳情 

  人事院では、各機関から給与、勤務時間等の勤務条件に関する陳情や要望を聴取し

ています。 

  当事務局では、令和４年度に 10 機関から陳情を受けました。内容は俸給や昇格の改

善、諸手当の支給額の引上げや支給要件の緩和など給与制度の改善に関するものが多

く、その他は再任用職員や非常勤職員の処遇改善、仕事と育児・介護との両立支援制

度の充実などでした。 

 

(3) 企業経営者等との意見交換 

  人事院では、企業経営者及び報道機関関係者等を対象に、国家公務員給与の決定方

法、人事院勧告の意義・役割等を説明するとともに、公務員給与の在り方を中心に国

家公務員制度に関する意見等を広く聴取するほか、地域における経営環境及び賃金改

定の動向を聴取しています。 

当事務局では、鳥取市、出雲市、倉敷市、広島市、福山市及び山口市において意見

交換を行いました。 
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　 　 （単位：人、倍）

試験の

程度 中国管内 全　国 中国管内 全　国 中国管内 全　国 中国管内 全　国

56 1,656 34 981 20 618 2.8 2.7
(17) (495) (8) (278) (5) (176)

13 9 9 1.4
(3) (2) (2)

866 13,674 183 2,488 103 1,255 8.4 10.9
(396) (5,821) (58) (799) (34) (397)

2,952 416 255 11.6
(1,162) (109) (87)

1,970 28,103 959 11,490 658 8,156 3.0 3.4
(811) (11,612) (364) (4,392) (248) (3,271)

22 857 4 83 1 23 22.0 37.3
(5) (246) (0) (33) － (5)

44 2,112 20 875 15 493 2.9 4.3
(20) (902) (10) (406) (8) (227)

193 2,501 105 1,077 77 632 2.5 4.0
(83) (1,067) (39) (432) (30) (281)

800 14,867 406 7,283 252 4,106 3.2 3.6
(344) (6,168) (162) (2,966) (108) (1,869)

402 168 104 3.9
(223) (102) (64)

221 2,922 125 1,456 41 463 5.4 6.3
(95) (1,150) (56) (543) (15) (182)

47 622 16 132 8 63 5.9 9.9
(6) (102) (2) (20) (0) (9)

15 808 4 163 1 85 15.0 9.5
(4) (355) (2) (72) (0) (42)

1,922 307 153 12.6
(515) (77) (34)

4,234 73,411 1,856 26,928 1,176 16,415 3.6 4.5
(1,781) (29,821) (701) (10,231) (448) (6,646)

524 11,191 145 4,400 113 3,333 4.6 3.4
(202) (4,058) (48) (1,526) (40) (1,237)

29 299 14 83 6 44 4.8 6.8
(3) (51) (0) (13) － (8)

9 405 2 73 0 13 － 31.2
(4) (124) (1) (23) (0) (5)

259 4,115 137 1,958 72 1,045 3.6 3.9
(49) (942) (31) (456) (16) (269)

38 1,822 4 292 2 174 19.0 10.5
(8) (556) (1) (84) (1) (54)

592 6,523 269 2,934 128 1,656 4.6 3.9
(191) (2,078) (91) (964) (56) (685)

9 390 4 207 4 120 2.3 3.3
(2) (155) (1) (75) (1) (46)

26 469 9 132 7 85 3.7 5.5
(4) (126) (1) (36) (1) (20)

97 3,573 29 1,123 22 647 4.4 5.5
(14) (613) (4) (162) (4) (101)

105 6,067 36 2,717 13 1,026 8.1 5.9
(26) (1,492) (7) (694) (2) (275)

10 254 3 37 3 29 3.3 8.8
(4) (83) (0) (10) － (8)

1,698 35,108 652 13,956 370 8,172 4.6 4.3
(507) (10,278) (185) (4,043) (121) (2,708)

5,932 108,519 2,508 40,884 1,546 24,587 3.8 4.4
(2,288) (40,099) (886) (14,274) (569) (9,354)

中国管内 全　国 中国管内 全　国 中国管内 全　国 中国管内 全　国

195 5,532 70 1,040 9 160 21.7 34.6

（注１）　中国管内の一般職試験（大卒程度試験、高卒者試験及び社会人試験（係員級））については、中国地域名簿の区分で受験を申し込んだ者 

　　　　　(他事務局管内の試験地で受験を申し込んだ者を含む）の数と全国名簿の区分のうち中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数の和を示す。

（注２）　中国管内の刑務官試験、税務職員試験及び中途採用者選考試験（就職氷河期世代）については、中国地域名簿の区分で受験を申し込んだ者

　　 　　  (他事務局管内の試験地での受験を申し込んだ者を含む）の数を示す。

（注３）　中国管内の他の試験については、中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数を示す。

（注４）　総合職試験（院卒者試験法務区分及び大卒程度試験教養区分)、食品衛生監視員試験及び経験者採用試験については、中国管内に試験地がない。

（注５)　 (  )内は女性の数を示す。

大卒程度試験
（除く教養区分）

大卒程度試験
（教養区分）

院卒者試験
（法務区分）

2022年度 国家公務員採用試験等実施状況

 試 験 の 種 類
申込者数(A)　　　人 第１次試験合格者数　人 最終合格者数(B)　　　人 倍率（Ａ/Ｂ）　　倍

法務省専門職員
（人間科学）

財務専門官

国税専門官

皇宮護衛官
（大卒程度試験）

労働基準監督官

海上保安官

航空管制官

食品衛生監視員

経験者採用試験

小　　　計

高
　
等
　
学
　
校
　
卒
　
業
　
程
　
度

一般職
試　験

高卒者試験

社会人試験
（係員級）

専
　
門
　
職
　
試
　
験

皇宮護衛官
（高卒程度試験）

刑務官

入国警備官

税務職員

　
　
　
　
　
　
大

学

（

大

学

院

）

卒

業

程

度

　
　
　
　
　
'

総
　
合
　
職
　
試
　
験

院卒者試験
（除く法務区分）

一般職
試　験

大卒程度試験

専
　
門
　
職
　
試
　
験

最終合格者数(B)　　人 倍率（Ａ/Ｂ） 　倍

航空保安大学校学生

海上保安大学校学生

海上保安学校学生

海上保安学校学生
（特別）

気象大学校学生

小　　　計

中途採用者選考試験（就職氷河期世代）

合　  　　計

選 考 試 験
申込者数(A)    　　 人 第１次選考通過者数　人
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(年度) (年度)
平成25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 平成25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4

1,406 1,344 1,430 1,280 1,276 1,095 1,023 994 910 922 51 71 22 66 61 76 102 108 132 123
(463) (467) (543) (448) (451) (401) (429) (386) (397) (413) (11) (26) (2) (23) (22) (31) (45) (36) (55) (39)

2,214 2,193 2,325 2,130 2,187 1,999 1,812 1,734 1,749 1,797 485 531 550 558 616 697 661 537 676 625
(674) (702) (778) (708) (735) (698) (695) (632) (708) (744) (126) (153) (174) (186) (197) (253) (259) (209) (291) (240)

658 629 619 622 609 694 660 691 613 553 93 58 74 79 71 104 113 93 122 122
(206) (193) (209) (197) (200) (238) (228) (232) (206) (210) (30) (23) (26) (25) (23) (42) (46) (20) (44) (47)

（注１） 総合職試験の数は院卒者試験と大卒程度試験の合計。（院卒者試験法務区分及び大卒程度試験教養区分については、中国管内に試験地がない）
（注２）（ ）内は女性の数を示す。

一般職
（高卒）

一般職
（高卒）

（申込者数） （合格者数）

総合職 総合職

一般職
（大卒）

一般職
（大卒）

中国管内の第１次試験地における各採用試験（総合職・一般職(大卒程度・高卒者)）の実施状況

 申込者数・合格者数の推移（10年間）
総合職

一般職
(大卒)

一般職
(高卒)

0

100

200

300

400

500

600

700

25 26 27 28 29 30 元 2 3 4

（人）

（年度）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

25 26 27 28 29 30 元 2 3 4

（人）

（年度）

平成 令和 令和平成
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中国管内における試験区分別実施状況（2022年度）

①総合職試験

院卒者試験 （単位：人、倍）

 　　　   試験区分
 項目

12 2 1 7 3 10 16 2 3 56
(4) (1) (0) (0) (1) (2) (7) (1) (1) (17)

6 0 0 3 1 3 4 1 2 20
(2) (0) － － (0) (2) (1) (0) (0) (5)

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　 倍 2.0 － － 2.3 3.0 3.3 4.0 2.0 1.5 2.8

（注１）　全国地域の試験として実施。中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数を示す。

（注２）　法務区分については、中国管内に試験地がない。

（注３）　（　）内は女性の数を示す。

大卒程度試験

 　　　   試験区分
 項目

32 569 91 8 3 74 7 20 39 16 7 866
(18) (290) (31) (6) (0) (19) (1) (6) (19) (2) (4) (396)

3 45 22 2 2 7 2 0 12 7 1 103
(0) (19) (7) (2) － (0) (0) (0) (6) (0) (0) (34)

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　 倍 10.7 12.6 4.1 4.0 1.5 10.6 3.5 － 3.3 2.3 7.0 8.4

（注１）　全国地域の試験として実施。中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数を示す。

（注２）　教養区分については、中国管内に試験地がない。

（注３）　（　）内は女性の数を示す。

合計（院卒者試験＋大卒程度試験）

 　　　   試験区分
 項目

922
(413)

123
(39)

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　 倍 7.5

②一般職試験（大卒程度試験）

 　　　   試験区分
 項目

1,635 20 15 115 21 12 57 62 16 17 1,970
(711) (0) (2) (28) (9) (2) (21) (28) (4) (6) (811)

495 9 6 63 11 7 24 26 8 9 658
(204) － (1) (17) (5) (0) (9) (9) (0) (3) (248)

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　 倍 3.3 2.2 2.5 1.8 1.9 1.7 2.4 2.4 2.0 1.9 3.0

（注１）　行政区分は地域ごとの試験として実施。中国地域名簿の区分で受験を申し込んだ者（他事務局管内の試験地での受験を申し込んだ者を含む）の数を示す。

（注２）　その他の区分は全国地域の試験として実施。中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数を示す。

（注３）　（　）内は女性の数を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③一般職試験（高卒者試験）     ④一般職試験（社会人試験（係員級））
  　　　   試験区分

 項目

423 62 36 3 524 23 6 29
(183) (8) (10) (1) (202) (3) (0) (3)

59 33 19 2 113 5 1 6
(31) (3) (5) (1) (40) (0) － (0)

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　 倍 7.2 1.9 1.9 1.5 4.6 4.6 6.0 4.8

（注１）　事務及び技術区分は地域ごとの試験として実施。中国地域名簿の区分で受験を申し込んだ者（他事務局管内の試験地での受験を申し込んだ者を含む）の

   　　　　　数を示す。

（注２）　農業土木及び林業区分は全国地域の試験として実施。中国管内の試験地での受験を申し込んだ者の数を示す。

（注３）　（　）内は女性の数を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤中途採用者選考試験（就職氷河期世代）

 　　　   試験区分
 項目

申込者数（Ａ）　　　 人 195
合格者数（Ｂ）　　　 人 9

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　　倍 21.7

（注１）　中国地域名簿の区分で受験を申し込んだ者（他事務局管内の試験地での受験を申し込んだ者を含む）の数を示す。

人間科学

行　 政 人間科学 工　学デジタル

申込者数（Ａ）　　　人

合格者数（Ｂ）　　　人

政治・国際 法　律 経　済

申込者数（Ａ）　　　人

合格者数（Ｂ）　　　人

合　計

申込者数（Ａ）　　　人

合格者数（Ｂ）　　　人

合格者数（Ｂ）　　　人

デジタル・
電気・電子 機　 械 土　 木 建　 築行　 政 農　 学 農業農村工学 林　 学 合　計

申込者数（Ａ）　　　人

物　理 化　 学

合格者数（Ｂ）　　　人 合格者数（Ｂ）　　　 人

事　務 技　術 農業土木 林　業 合　計 農業土木 合　計 　　　   試験区分
 項目

申込者数（Ａ）　　　人 申込者数（Ａ）　　　 人

技　術

倍率（Ａ）/（Ｂ）　　　倍

中　国

数理科学・
物理・地球科学

化学・
生物・薬学 合　計

合　計デジタル 工　学
数理科学・

物理・地球科学
化学・

生物・薬学
農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境

農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境
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　　　　　  俸給表等

　　　　　　　　　地域
中国管内 全国 中国管内 全国 中国管内 全国 中国管内 全国

総合職（院卒） 2 232 2 216 2 232

総合職（大卒） 2 487 2 466 2 487

一般職（大卒） 263 3,405 258 3,357 263 3,405

一般職（高卒） 32 1,290 32 1,280 32 1,290

一般職（社会人） 2 6 2 6 2 6

専門職（大卒） 168 2,143 68 561 168 2,143

専門職（高卒） 189 2,430 122 1,622 189 2,430

経験者 2 190 2 71 2 190

計 660 10,183 488 7,579 660 10,183

520 10,647 276 7,276 3 929 523 11,576

1,180 20,830 764 14,855 3 929 1,183 21,759

1,153 20,127 659 12,447 1 611 1,154 20,738

393 5,396 276 3,793 393 5,396

15,545 274,954 7,910 154,734 15 2,094 15,560 277,048

　（注）この表は行政執行法人職員及び検察官を除いた数である。

　　※「令和３年度における一般職の国家公務員の任用状況調査報告」による。

うち定年退職者

在職者（R4.1.15現在）

  　　区分

令
和
3
年
度
採
用

試
験
任
用

選考採用

合計

令和３年度離職者（死亡を含む）

（ａ） 行政職（一） （ｂ） （ａ）＋（ｂ）

中国管内における採用・離職状況（令和３年度）

（単位：人）

給与法適用職員 任期付職員・任期付研究員 計
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職員団体との会見状況 

 

 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期     計 

連 合 体  １  ３  ２  ４ 10 

単   組  ０  ２  ２  ０  ４ 

計  １  ５  ４  ４ 14 

  

○主 な 申 し 入 れ 事 項 

 

   （給与関係） 

    ・ 賃金の改善 

    ・ 級別定数の拡大、昇格改善 

    ・ 職務評価の改善 

    ・ 行政職(二)職員の処遇改善 

    ・ 通勤手当の改善 

     新幹線等を利用する通勤の認定要件の緩和・通勤手当額 

     自動車通勤に係る駐車場料金の支給 等 

    ・ 単身赴任手当の改善 

    ・ 地域関連手当の改善 

    ・ 超過勤務手当の改善 

     月 45 時間を超えた超過勤務に対する支給割合の引上げ 

     災害復旧業務に当たる管理職員への支給 

    ・ 特殊勤務手当の改善 

     夜間特殊業務手当の支給額引上げ 

     新型コロナウイルス感染症に係る危険手当の拡充 等 

    ・ テレワークに係る手当の新設 

 

   （勤務時間・休暇等関係） 

    ・ 超過勤務の縮減 

    ・ 休暇制度の改善 

     年次休暇、夏季休暇、結婚休暇等の拡充 

     休暇を取得しやすい環境の整備 等 

 

   （その他） 

    ・ 非常勤職員の処遇改善（公募の撤廃、常勤職員との均等待遇等） 

    ・ 定年引上げの円滑な実施（60 歳超職員の給与水準・業務内容等） 

    ・ 再任用職員の処遇改善（生活関連手当の支給、年次休暇の繰越し等） 

    ・ 健康・安全確保（こころの健康づくりの推進、ハラスメント防止） 

    ・ 障害者が働きやすい環境の整備 

    ・ 女性職員の採用・登用等の推進 

・ 新型コロナウイルス感染症感染防止のための対策 
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(12(うち併任10))

第二課 第二課 第二課 第二課 第二課 第二課 第二課 第二課

第一課 第一課 第一課 第一課 第一課 第一課 第一課 第一課 調査課

事 務 所

総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課

情 報 管 理 室 事 務 局 事 務 局 事 務 局 事 務 局 事 務 局 事 務 局 事 務 局 事 務 局

公文 書監 理室

北 海 道 東 北 関 東 中 部 近 畿

(5)

会 計 課 教 務 第 二 課

国 際 課

公 平 委 員 会
苦 情 審 査 災害補償審査

委 員 会 委 員 会

中 国 四 国 九 州 沖 縄

人 事 課 補 償 課 首席試験専門官 生 涯 設 計 課 教 務 第 一 課

教 務 部

(3)

企 画 法 制 課 審 査 課 研 修 推 進 課 給 与 第 三 課 総 務 課

(併任)

人 事 院 図 書館 職 員 福 祉 課 試 験 課 給 与 第 二 課 首 席 審 理 官

参 事 官

総 務 課 参 事 官 企 画 課 給 与 第 一 課 職 員 相 談 課 教 授

ティ・情報化審議官 （ 首 席 ）

参 事 官

政策立案参事官 参 事 官 参 事 官 参 事 官 調 整 課 主 任 教 授

(2(うち併任1))

公 文 書 監 理官 職員団体審議官 試 験 審 議 官

(併任)

サイバーセキュリ

審 議 官 次 長 審 議 官 次 長 審 議 官 副 所 長

事 務 局 長

総 括 審 議 官 職 員 福 祉 局 人 材 局 給 与 局 公 平 審 査 局 公 務 員 研 修 所

人 事 院

人事官３人（うち１人は総裁）

国 家 公 務 員 倫 理 審 査 会

会 長 ・ 委 員 ４ 人

事 務 総 局

事 務 総 長 事 務 局
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２ 一般職試験、刑務官試験及び税務職員試験の採用候補者名簿の作成

３ 他の機関に対する試験事務の委託及び指導

人事院中国事務局の組織及び事務分掌
（令和５年３月31日現在）

第二課長

専門官

１ 勤務時間、休日及び休暇に関する事務

２ 健康管理、安全管理に関する調査及び指導その他福祉に関する事務

３ 育児休業等、配偶者同行休業及び自己啓発等休業に関する事務

４ ハラスメントの防止等に関する事務

５ 災害補償等の実施に関する調査及び指導その他補償に関する事務

６ 検査、監査の計画及び実施並びに実施に関する総合調整

１　事務局の内部管理に関する事務

２　局内事務の連絡及び調整

１　法、規則の遵守状況の調査に関する事務

２　服務及び懲戒手続に関する事務

３　私企業からの隔離に関する事務

４　職員団体の登録に関する事務

５　職員団体との折衝に関する事務

１　研修の実施に関する事務

試験係長

２ 任用状況の調査及び任用に関する調査

３ 選考採用の審査

４ その他任免及び分限に関する事務

７ 一般苦情処理に関する事務

８ 不利益処分についての審査請求、その他の審査請求、災害補償に関

２　研修に関する支援に関する事務

３　その他研修に関する事務

１ 給与関係法令の実施に関する事務

２ 高齢社会に対応する人事行政等に関する事務

給与係長

公平勤務係長

１ 国家公務員採用試験の施行に関する事務

任用係長

する審査申立、福祉事業の運営に関する措置の申立、給与の決定に

関する審査申立及び勤務条件に関する行政措置要求に関する事務

１ 採用候補者名簿の管理及び採用候補者の採用促進に関する事務

専門官

３ その他給与に関する事務

研修係長

事務局長 第一課長

総務課長

総務係長

３　その他局内一般庶務及び他課係の所掌に属しない事務

職員企画係長

専門官
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